
議案第１０７号 

    港湾会館清水日の出センター条例の一部改正について 
 

 港湾会館清水日の出センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３１年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏 

 

   港湾会館清水日の出センター条例の一部を改正する条例 

 港湾会館清水日の出センター条例（平成15年静岡市条例第215号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第６条、第14条関係） 

１ 大ホール等の利用料金の限度額 

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 

大ホール 平日 45,590円 60,970円 60,970円 167,530円 

休日 54,880円 73,150円 73,150円 201,180円 

大会議室 平日 14,840円 19,640円 19,640円 54,120円 

休日 17,720円 23,700円 23,700円 65,120円 

中会議室 平日 5,430円 7,360円 7,360円 20,150円 

休日 6,620円 8,740円 8,740円 24,100円 

小会議室 平日 4,260円 5,760円 5,760円 15,780円 

休日 5,220円 6,930円 6,930円 19,080円 

和室Ａ 平日 2,340円 3,190円 3,190円 8,720円 

休日 2,880円 3,840円 3,840円 10,560円 

和室Ｂ 平日 2,550円 3,620円 3,620円 9,790円 

休日 3,190円 4,260円 4,260円 11,710円 

展示室 平日 19,530円 22,840円 22,840円 65,210円 



休日 22,840円 26,150円 26,150円 75,140円 

２ 別館の利用料金の限度額 

区分 金額 

 
午前 午後 夜間 全日 

展示場 平日 8,740円 10,240円 10,240円 29,220円 

休日 10,240円 11,740円 11,740円 33,720円 

３ 冷暖房の利用料金の限度額 

区分 金額（１時間につき） 

大ホール 6,930円 

大会議室 740円 

中会議室 270円 

小会議室 220円 

和室Ａ 130円 

和室Ｂ 150円 

展示室 960円 

４ 備品（器具）の利用料金の限度額 

区分 単位 金額 

午前 午後 夜間 全日 

折り畳み机 １脚につき 50円 50円 50円 150円 

折り畳み椅子 １脚につき 10円 10円 10円 30円 

移動ステージ 一式につき 5,830円 5,830円 5,830円 17,490円 

演台 １台につき 110円 110円 110円 330円 

花台 １台につき 110円 110円 110円 330円 

移動展示用パ

ネル 

１枚につき 50円 50円 50円 150円 

展示用机 １台につき 50円 50円 50円 150円 

ローリングタ

ワー 

１基につき 5,500円 5,500円 5,500円 16,500円 

パーライト １台につき 110円 110円 110円 330円 

１キロワット １台につき 110円 110円 110円 330円 



平凸レンズス

ポット 

     

500ワット平

凸レンズスポ

ット 

１台につき 50円 50円 50円 150円 

１キロワット

フレネルレン

ズスポット 

１台につき 110円 110円 110円 330円 

500ワットフ

レネルレンズ

スポット 

１台につき 50円 50円 50円 150円 

カッタースポ

ット 

１台につき 550円 550円 550円 1,650円 

ピンスポット １台につき 550円 550円 550円 1,650円 

エフェクトス

ポット 

一式につき 550円 550円 550円 1,650円 

オーロラマシ

ン 

１台につき 550円 550円 550円 1,650円 

ミラーボール １基につき 550円 550円 550円 1,650円 

移動式スピー

カー 

１台につき 770円 770円 770円 2,310円 

床上式マイク

スタンド 

１本につき 50円 50円 50円 150円 

卓上式マイク

スタンド 

１本につき 50円 50円 50円 150円 

レクチャーア

ンプ 

一式につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

カセットデッ

キ 

一式につき 550円 550円 550円 1,650円 

レコードプレ 一式につき 550円 550円 550円 1,650円 



ーヤー      

ボーカル用ス

タンドマイク 

１本につき 770円 770円 770円 2,310円 

ワイヤレスマ

イク 

一式につき 550円 550円 550円 1,650円 

スピーチ用マ

イク 

一式につき 550円 550円 550円 1,650円 

コンセント １口につき 160円 160円 160円 480円 

ビデオカセッ

トレコーダー 

一式につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

ビデオディス

クレコーダー 

一式につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

オーバーヘッ

ドプロジェク

ター 

一式につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

16ミリ映写機 １台につき 3,300円 3,300円 3,300円 9,900円 

スライド映写

機 

１台につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

スクリーン 一式につき 1,100円 1,100円 1,100円 3,300円 

ダンスフロア

パネル 

１枚につき 440円 440円 440円 1,320円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日か 

ら施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の港湾会館清水日の出センター条例（以下「新条例」という。）別表 

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金につい 

て適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

 （施行前の準備） 



３ 新条例別表の規定に基づく港湾会館清水日の出センター及び港湾会館清水日の出センター

別館の利用料金の設定、収受その他の行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。 

 


